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【年度毎の無電柱化延長（着手ベース）】

S61 ～ H2 H3 ～ H6 H7 ～ H10 H11 ～ H15 H16 ～ H20 H21 ～ H29

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,400km

実績整備延長
約2,100km

実績整備延長
約2,200km

平均整備延長
[200km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[350km/年]

平均整備延長
[420km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[440km/年]

第一期
計画

第二期
計画

第三期
計画

第四期
計画

第五期
計画 無電柱化

に係る
ガイド
ライン

整備延長
（km/年）

400

200

100

300

H30 ～ R2

無電柱化
推進計画

実績整備延長
約2,200km

目標延長
[1400km/3年]低コスト手法

の導入等

目標延長
[1000km/3年]

約2,400km/3年
目標延長

重要
インフラ

緊急点検

臨時・特別の
措置を活用

無電柱化推進計画の期間【Ｒ３年度～】

○ これまでの計画は、４年もしくは５年計画となっている。現在の推進計画は社会資本
整備重点計画の計画年度と整合を図り３年計画となっている

５年間 ４年間 ４年間 ５年間 ５年間 明示なし ３年間

第２回無電柱化推進の
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各地域において無電柱化対象道路・地区を検討

次期推進計画で無電柱化に着手する箇所の選定

次期推進計画の整備目標決定

目的別に無電柱化対象道路・地区を整理道路局、都市局

ブロック

ブロック

ブロック

【検討主体】

・整備局
・自治体

・整備局
・自治体

・整備局
・自治体

次期推進計画の整備目標延長の調整

対象道路・地区の選定フロー（案）

2

中期的（概ね10年）に無電柱化すべき道路・地区を選定

道路局、都市局

道路局、都市局

※検討体制：道路管理者、電線管理者（電力、ＮＴＴ等）

※検討体制：道路管理者、電線管理者（電力、ＮＴＴ等）

※検討体制：道路管理者、電線管理者（電力、ＮＴＴ等）

※検討体制：無電柱化推進検討会議

第３回無電柱化推進の
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※直轄国道（約２万ｋｍを指定）

緊急輸送道路等における新設電柱の占用禁止

○ 国、４５都道府県、９３市町村の約７万５千ｋｍにおいて、道路法第３７条に基づく新設電
柱の占用を禁止する措置を実施

○ 直轄国道については、新設電柱の占用制限により、約５割の区間で電柱が立地していな
い状況

《新設電柱の占用禁止措置実施状況の推移》

※自治体への聞き取りによる集計（令和２年３月３１日までに告示）

国 都道府県 市町村

１ ４５ ９３

《実施済団体数》

占用制限延長（ｋｍ）

《占用制限を考慮した無電柱化率（直轄の場合）》

占用制限実施時期（年・月）

第１回無電柱化推進の
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既設電柱の占用制限の考え方（占用制限する場合の損失補償の考え方）

○緊急輸送道路上の既設電柱について、１０年の猶予期間を設けて更新を許可
しないこととすべきではないか。

○電線管理者と既設電柱の撤去のペースについて協議し、当該協議の結果を
踏まえて段階的に占用制限を実施するなどの対応を検討すべきではないか。

○電線管理者の損失補償について、１０年の猶予期間を設けて更新を許可しな
い場合には、原則として補償しないこととしても問題ないのではないか。（移設
費が著しく高額なケースなど、「社会通念上の受忍義務の範囲を超える損失」
については、個別具体に補償を検討）

更新許可

占用期間：（１０－α）年
本
省
通
達
発
出

新規占用許可
又は更新許可

官
報
告
示

電
柱
撤
去

制
限
開
始

更新不許可

電
線
管
理
者

と
の
調
整

残り占用期間：α年

占用制限に係る手続イメージ
（緊急輸送道路一般）

H31.3無電柱化推進の
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沿道民地における電柱の制限

≪直轄国道の緊急輸送道路の無電柱化状況 （H30年度末）≫

緊急輸送道路【約4.0万km】 ［道路延長約2.0万km×2（上下線）］

市街地約10,800km 市街地外約29,300km

もともと電柱無し
[約15,200km]

電柱あり
[約13,800km]

もともと電柱無し

[約3,400km]
電柱あり

[約7,400km]

無電柱化済
[約2,300km※]

沿道民地に立地
[約2,400km]

※300kmで
無電柱化済

占用者が2者
[約2,600km]

占用者が１者

[約100km]

※ 無電柱化済の延長に
は、事業中を含む

道路区域内に立地

5
国道７号

秋田県秋田市
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電柱本数
（万本）

＋27万本
（＋7万本/年）

３，５２５
万本

Ｈ２０

３，５５２
万本

Ｈ２４

３，５８５
万本

Ｈ２９

＋３３万本
（＋7万本/年）

３，５９２
万本

Ｈ３０
年度

（年度末）

＋7万本/年

占用制度の的確な運用（新設電柱の増加状況）

○ 電柱の本数は、年間７万本程度のペースで増え続けている状況

○ 増加本数のほとんどが、家屋新築などに伴う供給申し込み対応や太陽光等の再生
エネルギーの系統連携申し込み対応によるもの
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整

備

手

法

管路の浅層埋設
（実用化済）

小型ボックス活用埋設
（実用化済）

直接埋設
（国交省等において実証実験を

実施）

角型多条電線管【FEP管】
（実用化済）

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内にケーブル
を埋設

ケーブルを地中に直接埋設
安価で弾性がある角型

多条電線管を地下に
埋設

取

組

状

況

・浅層埋設基準を緩和

（平成28年4月施行）

・モデル施工（平成28年度～）

・電力ケーブルと通信ケーブ
ルの離隔距離基準を改定

（平成28年9月施行）

・直接埋設方式導入に向け
た課題のとりまとめ

（平成27年12月）

・直接埋設用ケーブル調査、
舗装への影響調査

（平成28年度）

・実証実験を実施
（平成29～30年度）

小型ボックスの事例浅層埋設の事例 直接埋設の事例（京都）

通信
ケーブル

電力
ケーブル

・「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き ‐Ver.2-」を作成し、自治体へ配布（平成31年3月発出）

・各整備局の電線共同溝技術マニュアル改正

東京都無電柱化計画より引用

ＦＥＰ管のイメージ

低コスト手法の普及
第１回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料
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○ＮＴＴが沖縄県竹富町（波照間島）においてトレンチャー施工の作業効率性を検証した結果、
通常のバックホウ施工に比べ日当たり施工延長は長く、作業効率が向上する一方、排土
処理等の課題も抽出された

新たな掘削機械の活用による作業効率性検証（トレンチャー施工）

▲掘削機械（トレンチャー：ロックホイル仕様） ▲掘削状況 ▲掘削堀山の状況

▲排土処理状況（バックホウ＋人力）

■バックホウとトレンチャーの工程別の施工能率内訳

第２回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料
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包括発注による無電柱化のスピードアップの試行

○ 電線共同溝事業の事業期間は平均7年と事業期間が長いことが課題

○ 設計、支障移転、本体工事、引込管工事、事業調整を包括して発注すること等により、同
時施工や調整の円滑化を図り、事業期間の短縮・発注者の負担を軽減

現 状

今 後（イメージ）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目

本体

支障物件移設

引込管

入線・抜柱（電線管理者）

事業調整

修正設計設計 試掘

設計 工事

約７年

工事

工事 工事

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

本 体

支障物件移設

引込管

入線・抜柱（電線管理者）

事業調整

設計

設計 工事

工事

工事

設計 工事

試
掘
実
施

設計 工事

事業調整

事業調整

順次実施

同時施工

包括して発注

その都度、発注者が関係者間と調整

一体的に実施

約４年
同時施工、調整の円滑化
による事業期間の短縮
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禁止の
根拠

対象区域

新設電柱 既設電柱

無電柱化
の目的か
ら占用制
限が必要
な区域を

指定

事業の実
施に併せ
て制限

・避難路、原発避
難路、津波避難
経路 等

・路側帯からはみ出した歩行者
と車両の接触の恐れが頻繁に
生じている道路 等

・道路構造令の幅員未満の幹線
道路 （幅員７ｍ未満かつ５００台／日以

上）

・道路事業

・市街地開発事業

・開発許可を受けて行う事業 等

・バリアフリー基準（有効幅員２
ｍ※ ）未満の福祉施設周辺、通
学路 等
※歩行者の交通量が多い道路は３．５ｍ

・緊急輸送道路

防災 安全・円滑

事業あり

運用指針（H31.4～）

省令改正（H31.4～）

占用制度の的確な運用（電柱の占用制限措置の全体像）

（無電柱化法第11条）

（道路法第37条）

（無電柱化法第12条）

景観

－

事業なし

－

運用通達
（H28.4～）

・緊急輸送道路
（段階的に実施
を検討）

防災

事業あり

・緊急輸送道路
に限定して実施
を検討

第１回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料
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交通安全・バリアフリーのための新設電柱の占用制限

写真①

写真②

○ 歩行者の安全かつ円滑な通行を図るため、新設電柱の占用制限のための運用指針を
発出（平成３１年４月）

○ 東京都中野区の区道（令和２年２月）、渋谷区の区道（令和２年４月）において、高齢者や
障害者、子供連れが歩きやすいバリアフリー化の促進等のため、電柱の新設を禁止

＜位置図：避難道路４路線＞

＜位置図：鍋屋横町通り＞

写真①

出典： 2020.2.7 日経新聞 朝刊より（ネット記事）

写真②

■中野区 ■渋谷区

＜位置図：渋谷駅周辺＞

37条指定路線

緊急輸送道路

無電柱化済路線

無電柱化路線（国道・都道）

写真①

写真②

写真①

写真②

第２回無電柱化推進の
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127

126

84

13

8

①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③工事の期間が長い

④トランスの置き場所がない

⑤道路が狭くて事業ができない

⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない
（ノウハウがない、他の事例がよくわからない）

⑨何が課題かわからない

⑩課題は特にない
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8

①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③工事の期間が長い

④トランスの置き場所がない

⑤道路が狭くて事業ができない

⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない
（ノウハウがない、他の事例がよくわからない）

⑨何が課題かわからない

⑩課題は特にない

○過去５年間において無電柱化事業を実施した（又は実施している）自治体数は全体の約２割

○無電柱化が進まない主な原因は、コストが高いことや、事業者との調整が困難なこと、工事期間が長いこと等

○一方、無電柱化を実施しない主な理由は、無電柱化より優先すべき事業があることや事業実施のための予算が
ない等

N=1,788

①実施した経験がある, 
9.4%

②現在、実施している, 
10.8%

③したことがない, 
79.8%

※令和２年６月～７月にアンケート調査を実施。全国１，７８８自治体より回答

■過去５年間における無電柱化事業の有無 ■無電柱化を実施するにあたっての課題 ■無電柱化を実施しない理由

911

891

582

287

62

54

43

①無電柱化事業より優先すべき事業がある
（プライオティーが低い）

②事業実施のための予算がない

③無電柱化事業の対象道路がない
（事業の整備効果が低い）

④無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑤その他

⑥地域住民の理解・協力が得られない

⑦電力会社や通信会社などとの
調整がつかなかった

【参考】無電柱化に係る自治体アンケート結果①

（複数回答可）

（複数回答可）
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無電柱化の合意形成のための技術ガイド（仮称）の作成

１．技術ガイドの概要
• 作成目的、関係者、適用範囲、用語の定義

２．無電柱化に関する基礎知識
• 無電柱化の設備および構造
• 無電柱化の進め方（推進体制、事業の進め方 等）

３．無電柱化を進めるための合意形成プロセス
３－１ 無電柱化の計画策定から施工までの流れ

３－２ 無電柱化における段階ごとの合意形成

（１）路線選定段階の合意形成
• 無電柱化計画の策定時の合意形成
• 無電柱化の事業手法の決定の合意形成

（２）設計段階の合意形成
• 予備設計の合意形成
• 詳細設計の合意形成

（３）施工段階の合意形成
• 着工前の合意形成
• 工事中の合意形成

※無電柱化を推進する市区町村の会において実施した
アンケート調査結果

※252団体中196団体から複数回答（回答率78%）

○無電柱化を実施するにあたっての課題

複数回答あり

「無電柱化の合意形成のための技術ガイド（仮称）」の構成

①コストが高い

②電力・通信事業者との調
整が困難

③トランスの置き場がない

④道路が狭隘で事業実施が
困難

⑤事業期間が長い

⑥地域住民の協力が得られ
ない（得られにくい）

⑦ノウハウがない

⑧事業を理解する人材不足

無電柱化の合意形成の
ノウハウが不足

無電柱化の合意形成の
ノウハウが不足

無電柱化を推進する市区町村等の担当者のため
の参考資料として作成

13

第１回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



無電柱化ワンストップ相談窓口について

○ 全国約1,700の市区町村のうち、無電柱化を実施したことがある自治体は約400（1/4
程度）にとどまり、無電柱化を推進するにあたってノウハウがないことが課題

○ このため、無電柱化について市区町村の相談に応じる無電柱化ワンストップ相談窓
口を全国10ブロックに設置

○ 事業化に向けた道筋（事業手法）や技術的な課題・疑問等について、必要に応じ、専
門家を派遣し助言

市区町村

助言・専門家派遣

事務局
（地方整備局 道路管理課）

無電柱化ワンストップ
相談窓口相談・要請

外部有識者
※（一社）建設コンサルタンツ協会

連携

電力会社

通信会社

ケーブル
テレビ会社

電線管理者

回答

照会

自治体の相談に
ワンストップで対応
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